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      「滋賀県警察障害者活躍推進計画」の改定について（通達） 

滋賀県警察における障害者活躍については、「「滋賀県警察障害者活躍推進計画」の

策定について」（令和２年４月１日付け滋務甲発第S0062号）により推進しているもの

であるが、同計画を別添のとおり改定することとしたので、職員への周知徹底を図ると

ともに、計画の推進に当たり遺憾のないようにされたい。 

なお、本通達の実施に伴い、前記通達は廃止する。 
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